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浅口市廃棄物減量等推進審議会会長 殿

浅口市長  栗 山 康

諮問書

浅口市廃棄物の処理及び清掃に関する条例第 7条の規定に基づき、下記の

諮問事項について貴審議会の意見を伺います。

記

1 諮問事項
浅口市指定ごみ袋に係る一般廃棄物処理手数料の改定について

2 諮問理由
浅口市の一般廃秦物処理手数料については、浅国市廃棄物の処理及び清掃

に関する条例第 15条に規定されており、指定ごみ袋による収集とするこ

とで排出量に応じた費用負担の公平性を確保しています。

本市の指定ごみ袋の価格は、平成 18年 3月 に新市になつて以降、約 1
8年間一度も価格改定することなく、県内市町村と比較しても、安価な水

準を維持してきました。

しかしながら、昨今の物価高騰の影響や新焼却場の建設 。稼働に伴い多

額の負担金が必要であるという状況を踏まえると、現在の指定ごみ袋の価

格を見直し、排出者の皆様に広くご負担いただく必要があるとの判断に至

りました。

つきましては、市指定ごみ袋に係る一般廃棄物処理手数料の適正な見直し

について、貴審議会にてご意見をいただくものであります。


